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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

 改正後 改正前 

○川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則 ○川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則 

平成12年12月１日規則第128号 平成12年12月１日規則第128号

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則 

目次 目次 

（略） （略） 

第５章 特定行為の制限等 第５章 特定行為の制限等 

第１節 屋外燃焼行為の制限（第53条） 第１節 屋外燃焼行為の制限（第53条） 

第２節 炭化水素系物質を使用する作業の制限等（第54条・第55条） 第２節 炭化水素系物質を使用する作業の制限等（第54条・第55条） 

第３節 拡声機騒音の規制（第56条・第57条） 第３節 拡声機騒音の規制（第56条・第57条） 

第４節 飲食店等における夜間騒音の防止（第58条―第60条の２） 第４節 飲食店等における夜間騒音の防止（第58条―第60条の２） 

第５節 開発行為等に関する工事公害の防止等（第61条・第62条） 第５節 開発行為等に関する工事公害の防止等（第61条・第62条） 

第６節 建築物等の解体作業等に係る石綿の飛散の防止（第62条の２―

第62条の18） 

 

第６章 環境負荷低減行動計画の策定等（第63条―第66条） 第６章 環境負荷低減行動計画の策定等（第63条―第66条） 

（略） （略） 

附則 附則 

  

第５章 特定行為の制限等 第５章 特定行為の制限等 

（略） （略） 

第６節 建築物等の解体等作業に係る石綿の飛散の防止 

 

（石綿含有建築材料） 

第62条の２ 条例第67条の２第１項に規定する規則で定める建築材料は、

次に掲げる建築材料で当該建築材料の質量に対する石綿の質量の割合が

0.1パーセントを超えるものとする。 

(１)吹付け石綿 
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 改正後 改正前 

(２)石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材（前号に掲げるもの

を除く。） 

(３)石綿を含有する板状に成形された建築材料（前号に掲げるものを除

く。以下「石綿含有成形板」という。) 

(事前調査における調査事項) 

第62条の３ 条例第67条の２第１項に規定する規則で定める事項は、次に

掲げる事項とする。 

(１)石綿含有建築材料の使用の有無 

(２)石綿含有建築材料が使用される場合にあっては、その種類並びに種

類ごとの使用面積及び使用箇所 

(事前調査の方法) 

第62条の４ 条例第67条の２第１項の規定による調査は、次に掲げる方法

により行わなければならない。 

(１)設計図書その他の資料の確認 

(２)目視による確認 

２ 解体等作業を伴う建設工事を施工しようとする事業者は、前項各号に

掲げる方法によっては建築物等における石綿含有建築材料の使用の有無

等を確認することができないときは、市長が別に定める方法により、当

該建築物等の建築材料の一部を試料として採取し、当該試料中の石綿の

含有の状況を分析することにより前条各号に掲げる事項について調査を

行うものとする。ただし、解体等作業を伴う建設工事を施工するに当た

り、当該建築物等に石綿含有建築材料が使用されているものとして石綿

の飛散の防止の措置を講じる場合は、この限りでない。 

(事前調査結果の保存を要する建設工事) 

第62条の５ 条例第67条の２第２項に規定する規則で定める建設工事は、

次に掲げる建設工事とする。 

(１)石綿含有建築材料（石綿含有成形板を除く。）が使用されている建

築物等の解体等作業を伴う建設工事 
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(２)石綿含有成形板が使用されている建築物（解体の作業に係る部分に

限る。）の床面積の合計が80平方メートル以上である解体の作業を

伴う建設工事 

(３)石綿含有建築材料が使用されていない建築物（解体の作業に係る部

分に限る。）の床面積の合計が80平方メートル以上である解体の作

業を伴う建設工事 

（事前調査結果の保存期間） 

第62条の６ 条例第67条の２第２項に規定する規則で定める期間は、建築

物等の解体等作業が完了した日から起算して３年間とする。 

（事前調査結果の届出を要する建設工事) 

第62条の７ 条例第67条の２第３項に規定する規則で定める建設工事は、

第62条の５第１号又は第２号に掲げる建設工事とする。 

（事前調査結果届出書） 

第62条の８ 条例第67条の２第３項又は第４項の規定による届出は、事前

調査結果届出書（第25号様式の２）により行うものとする。 

（周辺住民への周知） 

第62条の９ 条例第67条の３第１項の規定による表示は、縦40センチメー

トル以上、横60センチメートル以上の掲示板を設置することにより行わ

なければならない。 

２ 前項に規定する掲示板には、次に掲げる事項を表示しなければならな

い。 

(１) 特定排出等工事を施工する事業者の氏名又は名称、住所及び連絡

先並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(２) 石綿含有建築材料の種類 

(３) 石綿含有建築材料の使用の有無について調査を行った年月日 

３ 条例第67条の３第１項の規定による表示は、特定排出等工事の期間中、

行わなければならない。 

４ 条例第67条の３第２項に規定する規則で定める者は、建築物の全部若
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しくは一部を占有する者で、当該建築物の敷地の全部又は一部が石綿排

出等作業を行う区域の境界線からの水平距離で20メートル以内にあるも

のをいう。 

(作業実施基準) 

第62条の10 条例第67条の４第１項の作業実施基準は、次のとおりとする。

(１) 次に掲げる事項を遵守して石綿排出等作業の対象となる建築物等

に使用されている石綿含有成形板を除去するか、又は石綿の飛散を

防止する上でこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 

ア 特定排出等工事に係る建築物等の周囲に、当該建築物等の高さ

以上の幕等を設置すること。 

イ 石綿含有成形板を湿潤化して除去すること。 

ウ 原則として手作業により原形を保ったまま除去すること。 

(２) 石綿含有成形板が使用されている建築物（解体の作業に係る部分

に限る。）の床面積の合計が80平方メートル以上である解体の作業

を伴う建設工事にあっては、当該石綿排出等作業の期間中、次に掲

げる事項を記載した縦40センチメートル以上、横60センチメートル

以上の掲示板を、公衆の見やすい箇所に設置すること。 

ア 特定排出等工事を施工する事業者の氏名又は名称、住所及び連

絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

イ 石綿排出等作業の実施の期間 

ウ 石綿の飛散を防止するために講ずる措置の内容 

エ 現場責任者の氏名及び連絡先 

(実施の届出を要しない石綿排出等作業) 

第62条の11 条例第67条の５第１項に規定する規則で定める石綿排出等作

業は、石綿含有建築材料(石綿含有成形板に限る。)が使用されている建

築物（当該建築物（解体の作業に係る部分に限る。）の床面積の合計が

80平方メートル以上である解体の作業を伴う建設工事に係るものに限

る。）の解体の作業であって当該石綿含有成形板の使用面積の合計が500
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平方メートル以上であるもの以外のものとする。 

（石綿排出等作業実施届出書） 

第62条の12 条例第67条の５第１項又は第２項の規定による届出は、石綿

排出等作業実施届出書(第25号様式の３)により行うものとする。 

２ 条例第67条の５第３項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事

項とする。 

(１) 石綿排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の

状況 

(２) 石綿排出等作業の工程を明示した特定排出等工事の工程の概要 

(３) 注文者の氏名又は名称 

(４) 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡先 

(５) 下請負人が石綿排出等作業を実施する場合にあっては、当該下請

負人の現場責任者の氏名及び連絡先 

(石綿の濃度の測定計画を届け出るべき事業者) 

第62条の13 条例第67条の６第１項に規定する規則で定める事業者は、作

業に係る石綿含有建築材料（石綿含有成形板を除く。）の使用面積の合

計が50平方メートル以上であるものを伴う特定排出等工事を施工する事

業者とする。 

(石綿濃度測定計画届出書) 

第62条の14 条例第67条の６第１項の規定による届出は、石綿濃度測定計

画届出書(第25号様式の４)により行うものとする。 

(石綿の濃度の測定) 

第62条の15 条例第67条の６第２項の規定による石綿の濃度の測定は、大

気汚染防止法施行規則（昭和46年厚生省・通商産業省令第１号）第16条

の２及び第16条の３第１号に規定する環境大臣が定める測定法（平成元

年環境庁告示第93号）別表に掲げる方法その他市長が適当と認める方法

により実施するものとする。 

２ 前項に規定する石綿の濃度の測定は、市長が別に定める測定回数及び
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地点により行うものとする。 

(石綿濃度測定結果報告書) 

第62条の16 条例第67条の６第２項の規定による報告は、石綿濃度測定結

果報告書（第25号様式の５）により行うものとする。 

（作業完了報告書） 

第62条の17 条例第67条の７の規定による報告は、作業完了報告書（第25

号様式の６）により行うものとする。 

（特定排出等工事を施工する事業者等の公表） 

第62条の18 条例第67条の10第１項に規定する規則で定める事項は、次に

掲げる事項とする。 

(１) 勧告を受けた者の氏名又は名称及び住所又は事業所の所在地並び

に法人にあっては、その代表者の氏名 

(２) 違反の事実 

(３) 勧告の内容 

(４) その他市長が必要と認める事項 

(汚染土壌等の処理対策及び管理) 

第 72 条 条例第 82 条第１項に規定する規則で定める汚染土壌等の処理対

策は、次に定めるところにより行うものとする。 

（１）・（２）略 

（３）前２号に規定する処理対策の実施に当たっては、あらかじめ、当

該処理対策の方法等について周辺住民への周知に努めるとともに、

汚染土壌又は地下水の飛散及び流出を防止する対策を講ずること。 

２ 条例第 82 条第１項ただし書に規定する管理は、汚染土壌又は地下水の

人による摂取を防止するために必要な管理及び拡散を防止するために必

要な管理とする。 

３ 第１項に規定する処理対策及び前項に規定する管理は、市長が別に定

める方法により実施するものとする。 

４ 条例第 82 条第２項に規定する書面は、汚染土壌等処理対策実施計画書

（第 30 号様式）とする。 

(汚染土壌等の処理対策) 

第 72 条 条例第 82 条第１項に規定する規則で定める汚染土壌等の処理対

策は、次に定めるところにより行うものとする。 

（１）・（２）略 

（３）前２号に規定する処理対策の実施に当たっては、汚染土壌又は地

下水の飛散及び流出を防止する対策を講ずること。 

 

２ 条例第 82 条第１項ただし書に規定する応急の処理対策は、汚染土壌又

は地下水の人による摂取を防止する対策、拡散を防止する対策等とする。 

 

３ 前２項に規定する処理対策は、市長が別に定める方法により実施する

ものとする。 

４ 条例第 82 条第２項に規定する書面は、汚染土壌等処理対策実施計画書

（第 30 号様式）とする。 
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５ 条例第 82 条第３項に規定する書面は、汚染土壌等管理実施計画書（第

30 号様式の２）とする。 

６ 条例第 82 条第４項に規定する書面は、汚染土壌等処理対策実施報告書

（第 31 号様式）とする。 

 

(土壌汚染対策法第 11 条第 1 項の規定により指定された区域の土地にお

ける汚染土壌等の管理) 

第 72 条の２ 条例第 82 条の３第１項に規定する規則で定める管理は、汚

染土壌又は地下水の人による摂取を防止するために必要な管理及び拡散

を防止するために必要な管理とする。 

２ 前項に規定する管理は、市長が別に定める方法により実施するものとす

る。 

３ 条例第82条の３第２項に規定する書面は、汚染土壌等管理実施計画書とす

る。 

 

別表11（第42条、第48条関係） 

（略） 

 

備考 

１ 「新設の事業所」とは、昭和46年９月11日（旅館業法第２条第１項に規

定する旅館業（下宿営業を除く。）に属する事業所にあっては昭和49年12

月１日、廃棄物の最終処分場にあっては昭和62年９月10日。以下この別表

において「基準適用日」という。）以後に設置した事業所（基準適用日前

から設置の工事がされているものを除く。）をいう。ただし、基準適用日

前に設置した事業所（基準適用日前から設置の工事がされているものを含

み、１日当たりの平均的な排水の量が50立方メートル未満のものを除く。）

にあっては、基準適用日（水質汚濁防止法施行令第１条の改正により新た

に定められた特定施設（水質汚濁防止法第２条第２項に規定する特定施設

をいう。以下同じ。）を設置する事業所にあっては、当該特定施設が定め

 

 

５ 条例第 82 条第３項に規定する書面は、汚染土壌等処理対策実施報告書

（第 31 号様式）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表11（第42条、第48条関係） 

（略） 

 

備考 

１ 「新設の事業所」とは、昭和46年９月11日（旅館業法第２条第１項に規

定する旅館業（下宿営業を除く。）に属する事業所にあっては昭和49年12

月１日、廃棄物の最終処分場にあっては昭和62年９月10日。以下この別表

において「基準適用日」という。）以後に設置した事業所（基準適用日前

から設置の工事がされているものを除く。）をいう。ただし、基準適用日

前に設置した事業所（基準適用日前から設置の工事がされているものを含

み、１日当たりの平均的な排水の量が50立方メートル未満のものを除く。）

にあっては、基準適用日（水質汚濁防止法施行令第１条の改正により新た

に定められた特定施設（水質汚濁防止法第２条第２項に規定する特定施設

をいう。以下同じ。）を設置する事業所にあっては、当該特定施設が定め
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られた日）以後に特定施設を設置して新たに特定事業場（同法第２条第６

項に規定する特定事業場をいう。以下同じ。）となったものを含む。 

 

られた日）以後に特定施設を設置して新たに特定事業場（同法第２条第５

項に規定する特定事業場をいう。以下同じ。）となったものを含む。 

 

様式目次 様式目次 

 様式番号 名称 関係条文   様式番号 名称 関係条文  

 １ 指定事業所設置許可申請書 第８条   １ 指定事業所設置許可申請書 第８条  

 （略）     （略）    

 25 開発行為等に関する工事調書 第62条第１

項 

  25 開発行為等に関する工事調書 第62条第１

項 

 

 25の２ 事前調査結果届出書 第62条の８       

 25の３ 石綿排出等作業実施届出書 第62条の12       

 25の４ 石綿濃度測定計画届出書 第62条の14       

 25の５ 石綿濃度測定結果報告書 第62条の16       

 25の６ 作業完了報告書 第62条の17       

 26 環境負荷低減行動計画書 第65条第２

項 

  26 環境負荷低減行動計画書 第65条第２

項 

 

 27 資料等調査結果報告書 第69条第３

項 

  27 資料等調査結果報告書 第69条第３

項 

 

 28 土壌調査等（詳細調査）結果報告書 第70条第２

項 

  28 土壌調査等（詳細調査）結果報告書 第70条第２

項 

 

 29 土壌調査等（搬出土壌調査）結果報告書 第70条第２

項 

  29 土壌調査等（搬出土壌調査）結果報告書 第70条第２

項 

 

 30 汚染土壌等処理対策実施計画書 第72条第４

項 

  30 汚染土壌等処理対策実施計画書 第72条第４

項 
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 30の２ 汚染土壌等管理実施計画書 第72条第５

項 

第72条の２

第３項 

      

 31 汚染土壌等処理対策実施報告書 第72条第６

項 

  31 汚染土壌等処理対策実施報告書 第72条第５

項 
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